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憲法と公立図書館との関係についての予備的考察 (2)
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船橋市西図書館事件最高裁判決
「公的な場」と 「パブリック・フォ ー ラム」

本稿の関心（以上，81巻6
と伝統的パブリック ・ フォ ー ラム

公立図書館
パブリック・フォ ー ラム論

伝統的パブリック・フォ ー ラム

と聴衆（以上， 本号）

ー

公立図書館と伝統的パブリック ・ フォ ー ラム

道路， 公園， 公立図書館

すで ように， 船橋市西図書館事件最高裁判決は 「公立図書館」に

「公的な場」としての位置づけを与え， そして， 泉徳治はこの な場」

を「パブリック・ フォ ラム と捉えている その際に彼が念頭に置いてい

るのは， 伊藤正己裁判官のパブリック ・ フォ ー ラム る (31) 。 周知のご

とく， 私鉄の駅構内でのビラ配布や演説が問題となった

吉祥寺駅事件 (32)において， 「一般公衆が自由に出入りできる場所は， それぞ

れその本来の利用目 ているが， それは同時に， 表現のための場とし

（法学2018)
(133) 
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て役立つことが少なくな」＜， 「道路， 公園， 広場などは， その例である」

としたうえで， 「これを 『パブリック ・ フォ ー ラム』 と呼ぶことができよう」

とし， さらに， 「このパブリック ・ フォ ー ラムが表現の場所として用いられ

るときには， 所有権や， 本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受け

ざるをえないとしても， その機能にかんがみ， 表現の自由の保障を可能な限

り配慮する必要があると考えられる」としたのである (33)。

泉は， 吉祥寺駅事件における伊藤補足意見に言及した上で， 船橋市西図書

館事件最高裁判決において 「我々が 『公的な場』 と呼んだのは， 伊藤補足意

見の 『パブリック ・ フォ ー ラム』 と同義と言ってよいと思います」(34) と述べ

ている。 泉によるこのような説明の含意は， 必ずしも明らかではない。 とは

いえ， このような泉の説明を措いていうならば， 公立図書館を道路や公園に

類するものとして択えることができるのか否かを考えることは， 本稿にとっ

て重要な課題の一つであるといえる。 そこで， 以下では， 公立図書館(pub

lie library)を道路や公園（伝統的パブリック ・ フォ ー ラム）に類するものと

捉えるガテギ(John N. Gathegi)の議論 (35) を参考にしながら， この点につい

ての整理を行うことにしよう。

2 パブリック ・ フォ ー ラム論 (36)

(1)パブリック ・ フォ ー ラム論の起源

パブリック ・ フォ ー ラム論について語るときに， 必ずといってよいほど言

及 さ れ る の は ， 1939年のHague判 決 (37) に おい てロバ ー ツ(Owen J. 

Roberts)裁判官が述べた次のような見解である。

「道路や公園の権原の所在がどこであれ， それらは， 記憶にないほど

太古から， 公衆の使用のために信託されてきたのであり， 大昔から， 集

会， 市民間の思想伝達， 公的問題についての討議を目的として使用され

(134) 
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てきたのである。 このように道路や公的場所を利用することは， 古代の

時代から， 市民の特権， 免除， 権利， 自由の 一部でありつづけてき

た」 (38)。

道路や公園は公共的な討議の場として使用されてきたというこのロバ ーツ

の見解は， 少なくとも当時のアメリカ憲法学において， 自明の事柄として語

られ得たわけではなかった。 すでに触れたように， かつては， 合衆国憲法第

1修正による言論の自由の保障は， 自らのメッセ ー ジを伝達するために他者

の財産を使用することまでを含んでいるわけではないということを前提とす

ることで， 政府が所有・管理する道路や公園において言論活動を行うことは

「権利」 ではないと考えられていた。 このような考え方を， 一般に， 権利と

特権の二分論 (39) という。 これは， 人々の享受する利益を権利(right)と権

利ではない特権(privilege)とに区別した上で， 政府が提供する利益で特権

に属するものについては， 政府の側に広い裁量を認めようとするものであっ

た。 そこで， 次のような見解が導かれることになる。

「立法部が， 絶対的ないし条件つきで公道や公園における演説を禁止

することが公衆の権利に対する侵害とならないのは， 私宅の所有者が私

宅の中での演説を禁止してもそのことが公衆の権利に対する侵害とはな

らないのと同じである」 (40) 。

これは， ボストン広場における演説の禁止が問題となった事件において，

後に合衆国最高裁裁判官となるホ ー ムズ(Oliver Wendell Holmes, Jr.)がマ

サチュ ーセッツ1+1の最上級裁判所であるSupreme Judicial Court of Massa

chusettsの判事であった時に述べた見解であるが， この判断はその後合衆

国最高裁においても維持されている (41)。 ここで， 注意しておきたいことは，

(135) 
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公園や道路などで言論活動や集会を行うことは特権にすぎないという議論

は， レクリエ ー ションや休息のために公園を利用すること， あるいは人や物

の移動のために道路を利用することを権利と認めることと両立するという点

である (42) 。 したがって， ここでの問題は， 伊藤裁判官の表現を借りていえ

ば， 道路や公園の 「本来の利用目的」に加えて， さらに， 「表現のための場」

として道路や公園を利用することは特権にすぎないのか， ということにな

る。 そして， 前述の1939年のロバ ー ツ裁判官の見解は， 「歴史」に言及しつ

つ， 言論の自由の保障という観点からそのような特権論を克服しようとした

ものであったということができる。

(2)パブリック ・ フォ ー ラム論の展開

アメリカの憲法判例において展開してきたパブリック ・ フォ ー ラム論は，

1980年半ばに， 概ね次のような内容のものとしての整理されるに至っ

た (43)。

パブリック ・ フォ ー ラム論は， 政府の財産を伝統的パブリック ・ フォ ー ラ

ム， 指定的パブリック ・ フォ ー ラムおよび非パブリック ・ フォ ー ラムの3つ

に分類する。

まず， 伝統的パブリック ・ フォ ー ラムとは， 「永きにわたる伝統ないし政

府の命令により集会および討論に捧げられてきた場所」(44)のことであり， 道

路や公園がこれに該当する。 このような伝統的パブリック ・ フォ ー ラムにお

いては， 政府はすべての情報伝達活動を禁止することは許されない。 また，

「伝統的パブリック ・ フォ ー ラムの主要な目的は思想の自由な交換であるの

で， 言論者がそのパブリック ・ フォ ー ラムから排除されうるのは， その排除

がやむにやまれぬ州の利益に仕えるのに必要であり， かつ， その排除がその

利益を達成するために限定的になされている時のみである」 (45)。 さらに， 政

府は， 重要な政府の目的に仕えるように限定的に仕立てられ， かつ十分な代

(136) 
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替的伝達手段が開設されていれば， 内容中立的な時， 場所， 方法の規制を行

うことが許される。

次に， 「 政府がある場所やコミュニケ ー ション手段を意図的にパブリッ

ク ・ フォ ー ラムに指定した時は， 言論者は， やむにやまれぬ政府の利益なく

排除されえない」 (46) 。 公立劇場等が， このようなパブリック ・ フォ ー ラム

（指定的パブリック ・ フォ ー ラム） に該当する。 政府には， このようなパブリッ

ク ・ フォ ー ラム（指定的パブリック ・ フォ ー ラム） を維持しつづける義務はな

いが， 維持している限りは， 伝統的パブリック ・ フォ ー ラムの場合と同様に

拘束されることになる。 また， 政府は特定の目的に限定されたパブリック ・

フォ ー ラム， すなわち， 特定の利用者， あるいは特定の主題に限定したパブ

リック ・ フォ ー ラムを創設することもできる (47)(限定的パブリック ・ フォ ー ラ

ム）。

非パブリック ・ フォ ー ラムとは， 「伝統」や政府による 「指定」のいずれ

によっても公的なコミュニケ ー ションのためのフォ ー ラムではない公的財産

をいう (48) 。 非パブリック ・ フォ ー ラムにおいては， 時， 場所， 方法の規制

に加えて — 観点(viewpoint)に基づく差別は許されないものの― その他

の規制も合理的である限り許容される (49)。

(3)公立図書館と道路・公園

ところで， 公立図書館をパブリック ・ フォ ー ラム論と捉える見解の多く

は， 公立図書館を指定的パブリック ・ フォ ー ラム（限定的パブリック ・ フォ ー

ラム） と捉える傾向にあるといえるが（この点は次節で検討する）， ガテギは，

「公立図書館は限定的パブリック ・ フォ ー ラムであるという結論は， 政府の

所有する建物（私有財産） という概念に由来している」(50) という。 そのよう

な見解において看過されているのは， 公衆による公立図書館へのアクセスが

自由であるという点である。 ガテギは， 利用者(patron)が公立図書館に自

(137) 
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由にアクセスできるという点に， 公立図書館と道路や公園との類似性を見出

すのである。 政府は， 自ら資金を供出して公立図書館を設け， そして公衆は

それを無料で利用できるのであるが (51)ガテギは， そこに， 知識のある市民

こそが民主制の機能において不可欠であるという信念を見出している (52) 。

公衆は， 道路の場合と同じように公立図書館へ自由に立ち入ることができる

し， そこから退出することも自由である (53) 。 公立図書館は道路や公園等と

同じように思想の自由市場の不可欠の構成要素なのである (54) 。 もちろん，

公立図書館の中には， 公衆に開かれていない区域も存するが， 道路にもマン

ホ ー ルや補修箇所など公衆に開かれていない区域が存している (55)。

このようなガテギに立ち塞がるのは ―1980年代に一 応の成立をみた

—前述のパブリック ・ フォ ー ラム論である。 すなわち， 前述のパブリッ

ク ・ フォ ー ラム論においては， 道路や公園などが 「伝統的パブリック ・ フォ

ー ラム」とカテゴライズされる一方で， それ以外の場所は道路や公園ではな

いので伝統的パブリック ・ フォ ー ラムではない， という帰結を導きやすくな

り， また， そこに表現活動のための場所として開くという政府の意図が認め

られない限り， そこは指定的パブリック ・ フォ ー ラムにも該当しないという

ことになる。 すなわち， 紙谷雅子のいうように， 「合衆国最高裁判所はパブ

リック ・ フォ ー ラムを消極的， 否定的なコンテクストで用い， さまざまな場

所をパブリック ・ フォ ー ラムではないと規定することによって， 表現活動の

場を伝統的な環境， あるいは， 明白に表現活動のために用いられるべしと指

定されたところだけに限定してい」ったのである (56) 。 このようなパブリッ

ク ・ フォ ー ラム論においては， 道路や公園以外のものが 「伝統的パブリッ

ク ・ フォ ー ラム」に新規参入することは非常に困難である。

このような状況において， ガテギが1992年のLee判決 (57)におけるケネデ

ィ裁判官(Anthony M. Kennedy)の結果同意意見に注目していることは興味

深い。 このケネディ結果同意意見は， パブリック ・ フォ ー ラム論の意義を考

(138) 
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える上で示唆に富んでいるからである。

3 伝統的パブリック ・ フォーラム (58)

(1) Lee判決

Lee事件は，空港タ ー ミナルにおいて資金を求める行為を禁止した規則の

合憲性が問題となった事件である。 合衆国最高裁の判例においては，寄附金

等を求める行為は合衆国憲法第1修正により保護された言論の一形態と解さ

れており，そして，この点は本件で特に争われていない (59) 。 この事件での

争点の1つは，“公の機関によって運営されている空港タ ー ミナルはパブリ

ック ・ フォ ー ラムであるか否か ” であった。

1980年代半ばに一応の成立を見たパブリック ・ フォ ー ラム論を踏まえれ

ば，‘‘公の機関によって運営されている空港タ ー ミナルはパブリック ・ フォ

ー ラムか ” という問いに対する答えを導き出すのは容易である。 空港タ ー ミ

ナルの歴史は，道路や公園の歴史よりも短く，文書の配布等を行うために空

港タ ー ミナルを利用するという慣行は，その短い空港タ ー ミナルの歴史のな

かでも，さらに近時の事柄に属する。 したがって，空港タ ー ミナルは 「伝統

的パブリック ・ フォ ー ラム」ではない。 また，空港タ ー ミナルの運営者が意
、 、 、

図的に空港タ ー ミナルを表現活動のためのフォ ー ラムとして開設してきたと

いうこともないので，空港タ ー ミナルは 「指定的パブリック ・ フォ ー ラム」

でもない。 以上から，空港タ ー ミナルはパブリック ・ フォ ー ラムではないと

いう結論が導かれる (60) 。 レ ー ンクイスト(William H. Rehnquist)首席裁判官

による法廷意見は，概ねこのように判断した。

(2)ケネディ結果同意意見

このような法廷意見に対して，ケネディ裁判官は，空港タ ー ミナルにおい

て資金を求める行為を禁止した当該規則を支持するという結論においては法

(139) 
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廷意見と同じ立場に立ちながらも， その結論に至る理由づけが本質的に異な

る結果同意意見を述べた。

ケネディは， 公園や公道がパブリック ・ フォ ー ラムとして承認されつづけ

ることの意義を認めつつも， 多くの人々が自動車で移動し， さらに， 公園が

しばしば犯罪の場所となってしまっている国においては， 新しい類型の政府

の財産が言論活動に適合的なフォ ー ラムでありうることを認める必要性を説

いている (61)。 そして， 空港こそは， 多くの人々が出会う数少ない政府所有

の財産の1つであり， そうであれば， 空港をパブリック ・ フォ ー ラムとして

認めることには大きな意味があることになる (62) 。 その上で， ケネディは，

法廷意見の採るパブリック ・ フォ ー ラム論においては， 道路や公園の主要な

目的が 「思想の自由な交換」であるとされている (63) 点を批判し， 「道路や歩

道の主要な目的が， 空港と同様に， 公共的な討論ではなく輸送を促すことで

あることは明白であるように思われる」(64) し， 「公園を作る目的は， 討論の

ためと同程度に美と開かれた空間のためであるかもしれない」 (65)ことを指摘

する。 ここから浮かび上がってくるのは， 「主要な目的」が 「思想の交換」

であるとは一概にいいきれない 「道路」や 「公園」において表現活動を認め

ようという試みこそが， パブリック ・ フォ ー ラム論の本来の姿だったのでは

ないか， ということである (66)。

このように考えれば， 道路と同じく輸送ための施設であり， かつ， 多くの

人々が集う空港タ ー ミナルはパブリック ・ フォ ー ラムなのか， という問いを

立てることそれ自体はそれほどおかしなことではないことになる。 もちろ

ん， 空港タ ー ミナルの場合， 特別の安全上の理由から公衆によるアクセスを

制限する権限を有しているが， 公園を整地する権限を政府が有していること

が， 公園が公衆に開かれている限りパブリック ・ フォ ー ラムが存在すると認

めることを妨げないのであるから， 空港タ ー ミナルをパブリック ・ フォ ー ラ

ムと認めることは十分に可能である (67)。

(140) 
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このように， 法廷意見の採るパブリック ・ フォ ー ラム論に根本的な批判を

加えたケネディは， 政府所有の財産の客観的 ・ 物理的な特質と， 政府が認め

てきた公衆による当該財産へのアクセスとその利用とが， 表現活動が適当で

ありかつその利用と両立可能であることを示しているのであれば， その財産

は， パブリック ・ フォ ー ラムとなるべきである， とする議論を展開し(68),

その上で， “空港タ ー ミナルはパブリック ・ フォ ー ラムである"(69) としたの

である (70) (71) 。

(3)公立図書館と伝統的パブリック ・ フォ ー ラム

ところで， 公立図書館とパブリック ・ フォ ー ラム論に関する合衆国最高裁

の判決としては， 2003年のALA判決 (72) がある。 これは， 連邦法である児

童インタ ーネット保護法(Children's Internet Protection Act; CIPA)により，

公立図書館がインタ ー ネット ・ アクセス提供に関する連邦の補助を受けるた

めには， わいせつや児童ポルノとなる画像をブロックし， 未成年者に有害な

ものに未成年者がアクセスしないようにするソフトウエアをインストー ルし

なければならないとされたことの合憲性が問題となった事件である。

合衆国最高裁は当該連邦法を合憲と判断したが， レ ーンクイスト首席裁判

官の相対多数意見は， “公立図書館はパブリック ・ フォ ー ラムであるか否か
”

という問いではなく， “公立図書館におけるインタ ー ネットはパブリック ・

フォ ー ラムであるか否か
”

という問いを立てた上で， 公立図書館におけるイ

ンタ ー ネットは伝統的パブリック ・ フォ ー ラムでもなければ指定的パブリッ

ク ・ フォ ー ラムでもないとしたのである (73) 。 この事件についての詳細な検

討は後に行うとして， ここでは， レ ーンクイスト相対多数意見が次のように

述べていることに注目したい。

「公立図書館がウェヴ製作者による自己表現のためのパブリック ・ フ

(141) 
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ォ ー ラムを創設するためにインタ ーネット ・ タ ー ミナルを購入している

わけではないのは， 本の著者が言論を行うためのパブリック ・ フォ ー ラ

ムを提供するために本を収集しているのではないのと同様である。」 (74)

と こ ろ で ， ガテギは， 裁判所が 公 立 図 書 館 を 「 ひと かどの(full

fledged)」パブリック ・ フォ ー ラムと捉えることに躊躇する理由の1つは，

言論者と受領者の二分法であろうと推測している (75) 。 道路や公園といった

伝統的パブリック ・ フォ ー ラムにおいては言論者の保護に主眼が置かれてい

るのに対し， 公立図書館においては， そのような言論者の保護が問題となっ

ているわけではないからである。 確かに， 多くの人々が行き交う道路や多く

の人々が集う公園の場合， 表現者を保護さえすれば， その表現の受領も当然

に保護されるという関係に立っている (76) 。 ガテギは， 公立図書館の場合だ

とこのような言論者とその受領者との関係が成り立つわけではないことは認

めつつも， 言論者による言論が抑制されるということはパブリック ・ フォ ー

ラム性を損なうものではないと考える。 夜も含めて四六時中道路や公園でデ

モンストレー ションが行われれば， 輸送やレクリエ ー ションのための場とし

ての有用性が害されてしまうことになるので， 道路や公園においても表現活

動の制限がなされうるが， かかる制限が道路や公園におけるパブリック ・ フ

ォ ー ラム性を減じるものとはいえないからである (77) 。

4 言論者と聴衆

道路や公園は， 本来， 言論活動のために設けられたわけではない， という

前提に立つならば， 空港タ ー ミナルを道路や公園と区別するべき必然性がな

くなるのではないか， というケネデイの指摘は， パブリック ・ フォ ー ラム論

の本来の姿を浮かび上がらせているという点で， 示唆的である。 また， 公立

図書館を情報交換の場として ―あるいは思想の自由市場の不可欠な構成要

(142) 
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素として— 捉えようとするガテギの議論もまた， 公立図書館と道路や公園

との類似性を考える上で， 示唆に富んでいる。

ガテギのいうように， 利用者が無料でさまざまな情報にアクセスするため

の場を公費で維持するという点に， 公立図書館の特徴を見出すことができる

が， この点においても， 公立図書館と道路や公園は類似している。 すなわ

ち， 道路や公園をパブリック ・ フォ ー ラムとして維持するための（清掃や保

守にかかる費用等）は公費で賄われることになるからである (78) 。 サンスティ

ン(Cass R. Sunstein)は， それにもかかわらず公園や道路において言論を保

障することの意義として， ①言論者が多くの人々にアクセスする機会を付与

すること， ②特定の人々や特定の機関に対し異議を申し立てる場合に， その

機関等の近くにある道路や公園での言論活動を認めることで， その機関への

アクセスを可能にすること， さらに， ③各人がさまざまな人々や意見に接す

る可能性を高めることの3つを挙げている (79) 。 このうち第3の意義は， 専

ら聴衆の利益に係るものである。 聴衆（あるいば情報の受け手）という存在を

念頭に置くならば， そこに， 公立図書館と道路や公園との類似性を認めるこ

とができることは確かである。

しかしながら， ガテギが， 公立図書館のパブリック ・ フォ ー ラム性を考え

る際に， 焦点をあくまでも利用者に合わせている点には留意が必要であろ

う。 もちろん， 公立図書館における本質を情報の交換と捉え， かつ， それを

思想の自由市場の要としているのであるから， 情報の送り手（言論者）が等

閑視されているわけではないが， 情報の送り手が後景に退いていることは否

定できない。 また， サンスティンは， 人々が， 公園などで演説をしている人

に偶然出会うことの意義を説いていたが (80), これは， 多くの人々は， 必ず

しも情報を求めて公園などに赴いているわけではないことを意味する。 さら

に， ガテギは， 夜間等に道路や公園での表現活動が制限されうるとしても，

それは， 道路や公園の 「パブリック ・ フォ ー ラム」性を減じさせるものでは
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ないとしているが， このことと同様のことを公立図書館についてもいうこと

ができるかは， 慎重に検討する必要があるであろう。 この検討は後に改めて

1Tうことにしよう。
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179頁本文4行目 ……公立図書館は， ……

↓ 
「……公立図書館は， …•• •

6行目 ということができる。

↓ 

ということができる。」

8行目 ……公立図書館が

↓ 
「……公立図書館が

11行目 とができる。

↓ 

とができる。」

187頁2行目 問題を生じさせる

↓ 

問題が生じる
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